
  
フローチャート 1：暗号を使用するために設計された品目 

（EAR のカテゴリー5、パート 2 で規制されない品目を含む）＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"暗号"を 

使用するために設計され 

た又は"暗号"を内蔵して 

いる品目か？ 

5A003、 

5A004 又は 5A002.c 

から.e で規定されて 

いるか？ 

一般に入手可能な 
ソースコード*又は一般に入手 

可能なマスマーケットオブジェクト 
コードか**？ 

 

その暗号機能が使用できるもの 

（その暗号機能がすでに有効化されているものを含む） 

又は安全な仕組みの"暗号機能有効化"の手段を 

用いないで暗号機能を有効化できる 

ものか？ 

品目は 

5A002.a.1～a.4 で 

規定されているか又は同等の 

5D002.1 のソフトウェア及び 

5E002 の"技術"で 

あるか？" 

品目は 5A002.a の 

注 2（適用除外の注）で 

規定されているか？ 

この品目は 

カテゴリー5、パート 2 

で規制されます 

輸出の認可を決定す

るため、フローチャー

ト 2に進みなさい） 

この品目はEARカテゴリー5、

パート 2で規制されません。

 

* "一般に入手可能な"暗号ソー

スコード： 

742.15(b)によって電子メー

ルでの届出が必要です、 

電子メールの後に、ソースコ

ードは EAR の対象とはなりま

せん。対応するオブジェクト

コードも EAR の対象となりま

せん。 

 

** 一旦、マスマーケット品目が

（BIS による番号分類（5D992.c）

又は自己番号分類－Part742 

Supp.8 を伴う自己番号分類の

後に）740.17(b)(1)の関連項の

もとに適切に番号分類され、そ

してそのソフトウェアが"一般

に入手可能"とされた場合、EAR

の対象となりません。 

5A003.a 又は.b なら対応する 
ソフトウェアは 5D002.a.2 又は
c.2 に、対応する技術は 5E002.a
となります。 
カナダを除いて、輸出許可が必要
です。 

対応するソフトウェアは、5A004

なら 5D002.a.3 又は c.3、5A002.c

～.eなら5E002.a.1又はc.1とな

ります。対応するソフトウェアは

ともに 5E002.a となります。 
ENC 740.17 の表の 740.17(b)(2)
参照－CCATS が必要です
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その品目は 

"データ秘匿のための暗号" 

を用いているか？ 

（定義参照） 

その暗号は、 

'規定されるセキュリティアルゴリズム'か？ 

（定義参照） 
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* このチャートは輸出に適用される 
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